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要旨
近年、イスラームが人権擁護の宗教であることを主張するために、あるいは他
宗教・異文化との共存のための土台作りを目的として、シャリーアと自然法の調
和を論じるムスリムの学者や欧米の研究者が増えつつある。また、一部のイスラー
ム神学者・法学者に見られる理性重視の傾向がイスラームにおける自然法思想と
して論じられることもある。
これらの研究はいずれも一面では正しい。だが、自然法というヨーロッパで発
展した概念をイスラームの説明に応用することは、無理ではないとしても慎重に
行われるべきであろう。例えば、啓示と理性の調和を認めるといっても、啓示を
人間の理性に合わせて理解するのか、啓示に人間の理性を従わせるのかによって、
全く意味が異なる。本稿では、イスラームと自然法の問題を啓示解釈の観点から
整理する。
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序
イスラーム法学には自然法思想が入り込む余地はないという見方がある1。そ

の一方で、シャリーアと自然法の調和が説かれ、また一部の学者によるシャリー
ア解釈が自然法思想と見なされることもある2。これらの言説の食い違いは、シャ
リーアに対する見解の多様性を反映しているに過ぎないのであろうか。私見によ
れば、見解の相違もさることながら、むしろ、自然法という用語を異なる意味で
用いていることが最大の原因ではないかと思われる。
ムスリムの学者やイスラーム研究者が自然法を語る目的は、啓示解釈の可変性
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ないし不変性、イスラームにおける人権擁護、他宗教・異文化との共存可能性を
論じることにある。これらはいずれも、今日のイスラーム世界にとって極めて重
要な課題である。だが、自然法の意味内容が定まらなければ、議論は噛み合わな
いばかりか、問題のすり替えも行われかねない。本稿では、これらの自然法論に
おける啓示の位置づけと解釈の仕方に着目し、イスラームの自然法論を類型化し
た上で、各類型の特徴と問題点を明らかにする。
以下、初めに、西洋における自然法思想の歴史をごく手短に振り返り、その自
然法概念をイスラーム学に導入することによって生じ得る問題を予め見ておく。
次に、イスラームにおける自然法論を啓示重視型と理性重視型に分け、それぞれ
が西洋の自然法思想とどのように異なるのかを考察する。最後に、理性重視型の
自然法論と結び付けて論じられることの多いムウタズィラ派の思想を分析し、そ
のような結び付けの是非を検証する。

Ⅰ．西洋における自然法思想
自然法思想は、ヘレニズム時代のギリシア・ローマにおいてストア派の思想家
たちによって確立された。だが、その萌芽は、前 5世紀のソフィストの思想の中
に見出される。ソフィストは、ピュシス（自然）とノモス（法習）を対置させ、前者
は永久不変であるが後者は相対的な人間の取り決めに過ぎないとして、当時の法
秩序を批判した3。このような批判は、一方で法の無視へと発展したが、他方で
法を自然理性に合致させるよう促した。法と自然理性を結び付ける思想は、ヘレ
ニズム時代の世界市民主義的雰囲気の中で、万人に対して普遍的に妥当する自然
法の概念を生み出した。ローマで活躍したストア派の思想家キケロ（前 43年没）
によれば、自然法とは、人間の共同生活に関して自然法則が発現したものであり、
人々の意見に左右されない普遍妥当の効力を持つ。そして、自然法則は、人間の
自然（本性）の分有する正しい理性によって万人に認識可能であるという4。
このような自然法の存在とこれに反する実定法の無効を主張する自然法論は、
その後、トマス・アクィナス（1274年没）の神学的自然法論を経て、グロチウス
（1645年没）に始まる近代自然法論へと受け継がれた。その間、いくらかの歴史
的変遷もあったが、普遍的妥当性、理性による認識可能性、実定法に対する高次
の法としての性格、これら三つの基本的特徴はほぼ共通に認められる5。
このうち、ムスリムの学者やイスラーム研究者がしばしば言及するのはトマス・
アクィナスの神学的自然法論である6。それは、トマスが自然法と神法つまり啓
示法との関係を論じており、同じ論点をイスラームにおける自然法論が共有して
いるからである。だが、イスラームとトマスの理解するキリスト教とでは、自然
法と啓示法の関係がかなり異なる7。トマスによれば、神法は旧法（モーセの律法）
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と新法（キリストによる福音の法）から成るが、旧法は不完全な法であり、旧法
の規定のうち自然法に含まれないものはユダヤの民以外の人々を拘束しない。
また、新法は完全な法であるが 、「心を拘束する」「愛の法」であり 、外的行
為については大部分を人間的決定に委ねている 。このように理解することに
よってトマスは、啓示と理性の棲み分けを可能にし、自然法と神法の衝突を回避
した。これに対し、イスラームの啓示は外的行為に関しても詳細に規定している。
それゆえ、イスラームにおいて自然法思想は成立し得ないのではないかという疑
問が生じる。この問いを念頭に置いて、次に、イスラームの自然法論を類型化し、
その代表例を紹介する。

Ⅱ．イスラームにおける自然法論の諸類型
ここでは、イスラームの自然法論を啓示重視型と理性重視型に分け、さらに後
者を二つのタイプに分け、それぞれの特徴を見ていく。

1．啓示重視型－－サイイド・クトゥブ－－
この型の自然法論の代表的唱道者は、エジプトのムスリム同胞団のイデオロー
グであったサイイド・クトゥブ（ 年没）である。クトゥブは、神の言葉「（神
は）万物を創造し、それらを精密に秩序付ける」（クルアーン 章 節）などを根
拠に、人間の生活を規律するために神が定めたシャリーアは、万物の法すなわち

・ ・「自然法（ ）」の一部であると説く 。
だが、クトゥブの自然法論が西洋の自然法論と決定的に異なる点は、自然法
－－クトゥブの用語法に忠実に言えば、自然法のうち人間の生活に関わる部分

・－－の認識方法にある。クトゥブによれば、人間は本性（ ）の奥深くで真理を
認識しているが、欲望（ ）によって真理から逸脱しがちであり 、それゆえ、
啓示によって真理が一点の曇りもなく明確にされ、真理への回帰を呼びかけられ
る必要があるという 。欲望も本性もクルアーンに登場する概念であり、前者に
ついては、「もし真理が彼らの欲望に従うなら、天地とその間にあるものは頽廃
するであろう」（クルアーン 章 節）をクトゥブは引用する 。また、後者に
ついては、「あなたの顔をこの教えにしっかりと向けよ。（神が）人々に賦与した

・ ・ ・（ ）神の本性（ ）を（守れ）」（クルアーン 章 節）とある 。ここで
は「賦与した」と訳されているが、その原義は「創造した」であり、この動詞と

・（本性）は語根を共有している。ここから、万物の法と人間の本性は神の創造
行為を介して繋がっているとの理解が生まれるのである。
クトゥブは、上の説明の中で、人間の健全な本性によって啓示の助けを借りず
に真理に到達する可能性を否定していない。しかし、クトゥブが訴えたいのは、



啓示されたシャリーアこそが真理であり、シャリーアの啓示に矛盾する自然法は
存在せず、そのような自然法を理性の法として主張する者が仮にいたとしても、
それは欲望のために目が眩んだに過ぎないということである。これは、西洋的な
自然法論に慣れ親しんだ者にとっては奇妙な論理である。西洋の議論においては、
自然理性によって認識されるということが自然法の基本的特徴の一つであった。
これに対し、クトゥブがシャリーアと自然法の調和を説くとき、その根拠は、シャ
リーアを万物の法の一部であると教える啓示への信頼しかない。そこには、シャ
リーアの規範が本当に自然と調和しているのかを理性によって確認する余地は存
在しない19。
クトゥブの啓示重視の姿勢は啓示解釈にも反映されている。クトゥブは、神の
一言一句の真正さを強調し20、現代的な原則に基づく法学の提案について、滑稽
な悪ふざけであると切り捨てる21。そして、重婚の規定を人間の本性に適ったも
のとして擁護する一方22、ジハードを自衛戦争に限定して解釈する者に対し、直
面する現実の圧力とオリエンタリストたちの姑息な攻撃の前に屈する敗北主義者
と酷評する23。こうしてクトゥブは、神の主権を否定する現代世界－－ムスリム
社会も含めて－－をジャーヒリーヤ（無明世界）と見なし24、預言者の教友の時代
への回帰を呼びかける25。

2．理性重視型
（1）ムハンマド・アブドゥフとラシード・リダー
この型の自然法論は、シャリーアを自然法と同定する点では前述の型と共通す
るが、その認識において理性の働きを重んじる点で異なり、むしろ西洋の自然法
論に近い。その代表としてしばしば挙げられるのは、近代イスラーム法学改革の
祖ムハンマド・アブドゥフ（1905年没）と弟子ラシード・リダー（1935年没）の法
思想である26。アブドゥフによれば、「理性と宗教は兄弟」27であり、「あらゆる健
全な思考は神を神が描く通りに信じるよう導く」28。この記述は、一見、啓示を
絶対視し、啓示に反する思考を人間の欲望として退けるクトゥブの論理を思い起
こさせる。だが、理性と啓示の調和という言葉は、理性を啓示に従わせる趣旨と
もとれるが、他方、理性に合致するように啓示を解釈するという意味にも理解し
得る。アブドゥフの立場は後者であり、理性に最終的権威を与えるものであった29。
このことはアブドゥフの啓示解釈に現れている。利息付消費貸借を利子の禁止の
例外として許容した最初のイスラーム法学者という評価からも窺えるように30、

・ ・
アブドゥフは福利（maslaha）の理論を駆使してシャリーアの再解釈を行うことに
より、近代のムスリム社会が抱える問題に対処したのである31。
社会の福利を重視する傾向は、リダーにも共通する。リダーは師アブドゥフと
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共同で発刊した雑誌『マナール』の中で、中世のハンバリー派の法学者ナジュムッ
ディーン・トゥーフィー（1316年没）が著した福利に関する論考を紹介している32。
トゥーフィーは、イバーダート（神と人間の間の問題）の除外等いくつかの留保を
付けながらも、啓示解釈において明文より福利が優先することを明言した、前近
代の法学者の中では極めて例外的な存在である33。リダー自身は、彼の理論の革
新性に反し、具体的問題に理論を適用する段になると保守的性格が顔を出すと評
される34。だが、リダーのトゥーフィーに対する好意的な扱いは、少なくとも理
論的な次元におけるリダーの自然主義的性向を表している35。
このようなアブドゥフとリダーの思想を自然法思想と見なすことに疑問がない
わけではない。というのは、福利の理論それ自体が啓示に根拠を有するからであ
る36。明文に対する福利の優先を説いたトゥーフィーでさえも、預言者ムハンマ
ドのハディースに基づいて福利の理論を構築している37。より正確に言えば、ム
アーマラート（人間同士の間の問題）に限り、福利の実現というシャリーアの大原
則に従って個々の規定の解釈の幅を広げたのである38。伝統的な啓示解釈から見
れば、理性に頼る部分が大きくなるという意味で西洋の自然法論に近づいている
のは確かであるが、これを自然法論と呼ぶとしても、啓示と全く無関係に規範が
発見されたわけではない点に留意する必要がある。

（2）アブドゥルアズィーズ・サチェディナ
同じ理性重視型でも、上述のものとは異なるタイプの自然法論がある。現代シー
ア派の論客アブドゥルアズィーズ・サチェディナは、人間の本性に根差した理性
的自然法論を提唱する。人間の本性を主要な要素とする点ではクトゥブによる啓
示重視型の自然法論と共通するが、神の創造に由来する自然法と、クルアーン・
ハディースを通して認識されるシャリーアを区別する点にサチェディナの自然法
論の独自性がある。
サチェディナが自然法論を説くのは、世界人権宣言を支持し、伝統的なイスラー
ム法学の下で続いてきた人権侵害、特に宗教的少数者と女性に対する人権侵害を
終わらせたいとの願いからである。だが、理性主義を建前とする国家における人
種差別やそれらの植民地での人権蹂躙を考えると、理性だけを基礎に人権思想を
語ることも説得力を欠く。それゆえ、イスラームの啓示と政治神学を自然法に関
係づけることが残された唯一の道である、とサチェディナは考える39。
サチェディナは、クルアーンを根拠にイスラームが信仰を強制しないことを確
認した上で40、クルアーンにおける神から人間への呼びかけの中に、「人間たち
よ」と「信じる者たちよ」の二種類があることを指摘し41、クルアーンは文化的・
宗教的多様性を所与の事実としていると言う42。サチェディナによれば、神の導
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きの下でムスリムの共同体と他の共同体間の平和的で公正な関係を築くことこそ
イスラーム政治神学の目的であるが43、そのような関係構築に必要な道徳は特定
の宗教を前提としない普遍的な性格を持ち、理性的に認識し得る44。つまり、異
文化・他宗教との共存という理念はイスラームの啓示から知られるが、共存のた
めの具体的な方法は啓示の助けがなくても分かるというのである。
サチェディナによれば、神の導きには二種類あり、一つは普遍的道徳の導き、
もう一つは特別な啓示による導きである45。前者は、神の創造に由来する自然法
であり、人種・信条・性別と無関係に人間の本性を通して認識され得る。後者は、
個々の信仰共同体に与えられたもので、その一つがクルアーン・ハディースを通
して知られるシャリーアである。だがイスラーム法学の歴史を振り返ると、その
主流を占めたスンナ派の法学は、後者のみを考察の対象とし、前者を非イスラー
ム的なものとして切り捨ててきた。それは、西暦 10世紀以降、スンナ派法学者
の多くがアシュアリー神学派に従うようになり、行為の善悪は神の意思のみに
よって決定され、啓示なしには判断し得ないという見方を受け入れたからである。
そして、理性によって善悪を知り得るとするムウタズィラ派とそれに近いシーア
派の神学は否定された46。こうして全ての人間のための普遍的道徳は無視され、
その結果がイスラーム世界で今日まで続く人権侵害である。それゆえ、今こそム
ウタズィラ派の自然主義的神学に学ばねばならない、というのがサチェディナの
主張である47。
理性によって認識される自然法と啓示に基づくシャリーアを区別した結果、サ
チェディナの言う自然法は、内容的には西洋の自然法概念と近いものになった。
他方、サチェディナは、神の導きという上位概念で括ることによって自然法とシャ
リーアを関連づけており、理性と啓示を並び立つものとして扱う。そこで、理性
と啓示の優劣が問題になる。サチェディナによれば、理性は啓示に矛盾せず、む
しろ啓示を補完する48。この言葉は、理性と啓示の調和という言葉と同じく両義
的である。だが、次の具体例からサチェディナの本音が窺われる。サチェディナ
は、普遍的道徳を性差別の問題にも応用し、ただ年老いたからという理由で長年
連れ添った妻と離婚することを許す法判断について、「たとえ法的には正しいと
しても、どうしてそれが道徳的に正当化されるだろうか？」と問う49。この反語
的な問いは、啓示が許容する行為を理性によって禁じるべき場合があることを示
唆している。サチェディナは、アブドゥフやリダーと同様、理性に最終的権威を
与えたといえよう。

Ⅲ．ムウタズィラ派は自然法論者か？
前節で見たように、サチェディナの自然法論はムウタズィラ派の神学を認識論
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的土台としていた。これはサチェディナに限ったことではなく、ムウタズィラ派
は多くの自然法論者によって、とりわけ理性の働きを強調する論者によって取り
上げられてきた。アブドゥフやリダーはしばしば「ムウタズィラ派の復活」と評
され50、またイスラームと自然法論に関する近年の著作の多くはムウタズィラ派
を中心に論じている。だがサチェディナも認めているように、ムウタズィラ派の
学者たち自身は自然法について語っていない51。そこで次に、ムウタズィラ派の
思想が自然法論の基礎として相応しいのか否かを検証する。

1．ムウタズィラ派の神学と法学
ムウタズィラ派は西暦 8世紀頃に興った理性的思弁を特徴とする神学派である
が、西暦 10世紀以降、次第にアシュアリー派に取って代わられた。啓示を絶対
視するアシュアリー派に比べ、ムウタズィラ派が理性の働きを高く評価したこと
は疑いない。だが、どのような意味でムウタズィラ派は理性的であったのか。
ムウタズィラ派の理性的傾向が最も端的に現れるのは、神学－－神や預言者
の属性などを論じる－－の分野においてである。クルアーンの中には、「神の手
が彼らの手の上にある」（48章 10節）、「人間よ、あなたは主に向かって労苦し、
主にまみえる」（84章 6節）といった神人同形説や見神論を思わせる表現がある。
しかし、ムウタズィラ派は、神の超越性を徹底する立場から、これらの句を字義
通りには受け取らず、比喩的な解釈を施す52。また、預言者の奇跡についても懐
疑的な態度をとる53。
では、法学－－人間の行うべき行為を論じる－－においてはどうか。ムウタ
ズィラ派は神学派の一つであるが、神学者が同時に法学者でもあるというのは決
して珍しいことではない。ムウタズィラ派の神学者にしてブワイフ朝の主席判事
でもあったアブドゥルジャッバール（1024/5年没）は54、大著『ムグニー』の中で
次のように言う。「義務は、理性と啓示の面から見て、その範囲に違いがない。
なぜなら、両者は概して、それが義務であることを知るための二つの手段に過ぎ
ないからである55。」この言葉は理性と啓示の調和を説いている。だが既に見た
ように、この言葉は二様に解し得るから、真意を明らかにするために具体例を見
る必要がある。アブドゥルジャッバールは、獣の屠殺を例に挙げ、啓示が許容し
ていなければ理性によって禁止されたであろうと言う56。これは、啓示が理性を
正す場合があることを認めたものである。したがって、上の言葉は、啓示によっ
て課せられた義務は理性によっても受け入れられるはずであるという意味に解さ
れよう。
法学における啓示の優先は、アブドゥルジャッバールの弟子アブー・アル＝フ
サイン・アル＝バスリー（1044年没）の法理論書『ムウタマド』からも読み取れ
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る。バスリーは、啓示の一般語－－該当する全ての個体を指し示す語－－を慣
習によって限定できるかという問題に関して、次のように言う。

人々がある種の血を飲むことを慣習にしていたところ、至高なる神が一般
的な言葉によって血を禁じたとする。その場合、この一般性を限定的に解
釈することは許されず、慣習になっていたことを禁じなければならない。
（中略）慣習に権威はない。なぜなら、人々は善を慣習にするのと同様に、
悪をも慣習にするからである。最初は理性が血を飲むことの許容を主張し
ていたとしても、啓示が私たちに法判断の変更を求めない限りで主張して
いたに過ぎない57。

また、法的推論の方法に関して、次のように言う。

（前略）もし出来事についての法判断を知りたければ、それが何であるかを
理性によって考え、次に、理性の判断が変更されるべき理由があるか、啓
示の典拠の中にその判断の適用を求めるものがあるか否かを考えなければ
ならない。もし理性の判断を変えるべき理由がなければ、その判断に従う。
その際の条件は、もし福利が理性の主張するものから変更されているのな
ら、それについて至高なる神が私たちに示さないということはあり得ない、
と知っておくことである。もし変化を示すものが啓示の中に見つかれば、
その変化に従う。なぜなら理性は、啓示が私たちに変化を求めない限りで、
判断を示すからである58。

このように、法学的な問題に関する限り、ムウタズィラ派は啓示に対し理性を
超える権威を認めていたのである。

2．ムウタズィラ派の理性と近代的理性
ムウタズィラ派の法学書に見られる啓示重視の姿勢は、同派の思想を理性重視
型の自然法論と結び付ける言説の再検討を迫る。啓示解釈の結論だけを見れば、
ムウタズィラ派は啓示重視型の自然法論を唱えたクトゥブにむしろ近いかもしれ
ない。無論、啓示を信頼しつつも理性の働きを強調したムウタズィラ派と、20
世紀に生きながら預言者の教友の時代への回帰を説いたクトゥブを同視するのは
乱暴に過ぎる。だが、ムウタズィラ派を安易に理性重視型の自然法論の先駆けと
見なすことも、同様の批判を免れまい。
ムウタズィラ派がアシュアリー派に比べて理性に大きな働きを認めたことは間
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違いない。だが法学に関する限り、両派の間に目立った違いはない59。これは一
見、矛盾しているように見える。しかし、ムウタズィラ派の理性が近代西洋の理
性とは異なることを忘れてはならない。ムウタズィラ派の学者たちは、法学的な
問題に関する限り、近代西洋の価値観に感化された一部のムスリムのように啓示
と理性の間で板挟みになることがなかった。むしろ、神は常に正しいはずであり、
その神から啓示が下った以上、特に理由のない限り、啓示に従うことが理性的だ
と考えた。ムウタズィラ派の思想が理性を重視するものであったとしても、彼ら
の理性は啓示をそのまま受け入れることができたのである60。
もしもムウタズィラ派が近代的理性を獲得していれば、理性重視型の自然法論
に類するものが生まれたかもしれない。だが、これは架空の話である。ムスリム
社会の理性的変革を訴える論者は、かつて有力であったムウタズィラ派の思想を
援用することによって自己の主張の正当性を高められれば都合が良いと考えるで
あろう。しかし、両者の思想の間には無視できない質的相違がある。近代がイス
ラーム世界にもたらした衝撃はそれだけ大きかったのである。

結び
詳細な啓示法を有するイスラームにおいて、自然法論は成立し得るか。この問
いを念頭に置いてイスラームの自然法論を類型化し、さらにムウタズィラ派の法
思想を見てきた。それらは、啓示と理性の調和という命題を共有する。だが、こ
こから道は二つに分かれる。一つは、クトゥブの自然法論に見られるように、啓
示は無謬であるが、理性は欲望のために誤りを犯し易いと考え、啓示に絶対の信
頼を置く立場へと通じる道。もう一つは、他の自然法論に見られるように、啓示
を理性的に解釈する方向へ向かう道である。ムウタズィラ派については、理性に
最終的権威を与えたとも評し得るが、法学に関する限り彼らの理性は啓示を拒否
しなかったのであり、啓示を優先したと見ることも可能であろう。
西洋的な自然法概念と伝統的なイスラーム理解を前提とする限り、イスラーム
と自然法論は親和的でない。イスラーム独自の自然法概念や新たなイスラーム観
に基づく自然法論の可能性は否定されないが、概念や解釈の違いを意識し混同を
避けることが肝要であろう。啓示重視型の自然法論は、イスラームの伝統的な自
己理解とは馴染むが、西洋とは全く異なる自然法概念を用いている。他方、理性
重視型の自然法論は自然法概念において西洋と相通じる面を持つが、それは、近
代西洋の影響を受けた新しいイスラーム理解に立脚しているからである。この型
の自然法論を唱えるムスリムの学者の多くはムウタズィラ派の思想を引き合いに
出すが、同派がいくら理性の働きを重んじたとはいえ、近代の理性とムウタズィ
ラ派の理性の間には啓示解釈の点で大きな隔たりが存在するのである。
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註

例えばシェハタは、「イスラーム法は自然法への一切の依拠を排除する」と言う。

アンドリュー・マーチもイスラームと自然法を結び付ける

・言説に対して疑問を呈する。

本稿で取り上げる自然法論のうち、クトゥブとサチェディナの自然法論は、ムスリムがシャ
リーアを自然法と同定する例である。これに対し、アブドゥフ、リダー、ムウタズィラ派
の思想は、他の研究者によって自然法論的であると見なされている例である。
田中成明『法理学講義』（有斐閣） 年、 頁。

４ 田中成明、竹下賢、深田三徳、亀本洋、平野仁彦『法思想史』（有斐閣） 年、 頁。
同上、第 章から第 章まで参照。
例えばナデルは、ムウタズィラ派の思想を自然法論と結び付け、「この分野におけるムウタ
ズィラ派の姿勢はまったく、聖トマスにずっと先んじたトマス主義である」と言う。

トマス・アクィナス、稲垣良典（訳）『神学大全』第 冊（創文社） 年、 頁（第
部 問 項）。
同上、 頁（第 部 問 項）。
トマス・アクィナス、稲垣良典（訳）『神学大全』第 冊（創文社） 年、 頁（第 部
問 項）。

同上、 頁（第 部 問 項）。
同上、 頁（第 部 問 項）。

はギリシア語のノモス（法習）に由来するが、アラビア語においては自然法を表現す
るためにも用いられる。

・ ・ なお、セイエド・ホセイン・
ナスルによれば、近代西洋文明という例外を除き、あらゆる文明において、人間を律する
法は神の定めた自然の秩序の一部であると考えられてきた。

・

・ ・

・

「全ての赤ん坊は本性の上に生まれる。彼の両親が彼をユダヤ教徒やキリスト教徒やマギ教

・徒にするのである」という預言者ムハンマドの言葉もある。



グリッフェルは、マウドゥーディーやクトゥブに代表されるイスラーム主義者によるイス
ラームと理性に関する論理を悪循環と評する。

・

・

・

・ ・

・ ・

・ ・

ハンバリー派はスンナ派四法学派の一つであるが、トゥーフィーの個性の強さを理由に彼
をシーア派の学者とする説が根強く存在する。ワフバ・ズハイリーはトゥーフィーの福利

・の理論を強く非難している。

・ ・ ・

「我らがあなたを遣わしたのは諸世界のための慈悲にほかならない」（ 章 節）の他、多

・ ・ ・ ・ ・数の神の言葉と預言者の言葉が根拠とされる。

・ ・

・ ・トゥーフィーは、預言者の言葉「加害なし、また報復なし（ ）」に対する注

・ ・釈として福利の優先を説いた。

・ ・ ・ ・世紀のレバノンの法学者マフマサーニーも同様の法理論を唱えている。



「あなた方にはあなた方の宗教があり、私には私の宗教がある」（ 章 節）。また、「宗教
に強制はない」（ 章 節）。
サチェディナが挙げる前者の例は、「人間たちよ、我らは一人の男と一人の女からあなた方
を創り、互いに知り合えるよう、種族と部族に分けた」（ 章 節）。後者の例としては、
「信じる者たちよ、心から神を畏れなさい。そして、ムスリムとしてではなく死んではな
らない」（ 章 節）。

もっともサチェディナによれば、クルアーンの中にも自然法的規定が含ま
れている。

なお、サチェディナは言及していないが、「至高なる神にとって、許されたも
ので最も忌むべきものは離婚である」という預言者ムハンマドの言葉がある。

但し、アブドゥフ自身はムウタズィラ派を自称していない。

塩尻和子『イスラームの倫理－－アブドゥル・ジャッバール研究』（未来社） 年、 頁。

・ ・

・ ・ ・

アウダは、啓示に対する理性の優先をムウタズィラ派の哲学的な考えとする一方、法学に
おいては同派と他の法学派との間に実際上の違いがなかったと言う。

それゆえか、イーモンは、イスラームと自然法に関する議論を、啓示の存在しない場合に
限定する。



Abstract

・

・ ・

－

Keywords


